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議案 
番号 

件名 
ページ 

数 

議 案 
第 11 号 

津山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例 5 

議 案 
第 12 号 

津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除
に関する条例の一部を改正する条例 

7 

議 案 
第 13 号 

小型動力ポンプ積載車の購入について 9 

議 案 
第 14 号 

市道路線の認定について 11 

議 案 
第 15 号 

字の区域の廃止等について 13 

議 案 
第 16 号 

業務委託契約について 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            議案第１１号  
 
 

津山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和５年８月２８日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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津山市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例 

 
 津山市子ども医療費給付条例（昭和４８年津山市条例第３４号）の一部を次

のように改正する。 
 第２条第１項中「満１５歳」を「満１８歳」に改める。 
 第６条中「保護者」の次に「又は受給資格者（以下「受給資格者の保護者等」

という。）」を加える。 
 第９条、第１１条及び第１２条中「保護者」を「保護者等」に改める。 
   付  則 
 （施行期日） 
１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例による改正後の津山市子ども医療費給付条例（以下「新条例」と

いう。）の規定は、令和６年１月１日以後に受けた療養について適用し、同

日前に受けた療養については、なお従前の例による。 
 （準備行為） 
３ 市長は、この条例の施行前においても、新条例に基づく事務の実施に必要

な行為をすることができる。 
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                            議案第１２号  
 
 

津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例の一部を改正する条例を次のように制定する。 
 
 
  令和５年８月２８日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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   津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に   

関する条例の一部を改正する条例 
 

津山市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条

例（平成３０年津山市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 
 第２条中「起算して５年内」を「令和７年３月３１日まで」に、「地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十五条の

地方公共団体等を定める省令」を「地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令」に改

める。 
   付  則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３号  

 

 

小型動力ポンプ積載車の購入について 

 

 津山市消防団が使用する小型動力ポンプ積載車を購入したいので、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年津山市条

例第６号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 購 入 物 件  小型動力ポンプ積載車 

２ 購 入 数 量  ４台 

３ 購 入 機 種  ダブルキャブ式トラック 

４ 購 入 価 格  １７，９８８，７７６円 

５ 契約の相手方  津山市高野山西１９０６番地２ 

          岡山トヨペット株式会社 ＴＯＹＯＴＯＷＮ津山 

          店長 朝森 孝二 

 

 

令和５年８月２８日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１４号  

 

 

市道路線の認定について 

 

 市道路線を次のとおり認定することについて、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

整理 

番号 
路線番号 路  線  名 

起     点 

終     点 

重要な 

経過地 

１ Ａ２８０ 東津山城東２８０号線 
林田７８６－１地先 

林田７８６－８地先 
 

２ Ｃ３３６ 西苫田３３６号線 
小原１６９－１４地先 

小原１６９－１５地先 
 

３ Ｋ２６４ 一宮２６４号線 
東一宮１１１７－５地先 

東一宮１１１７－７地先 
 

４ Ｑ３０５ 高野３０５号線 
高野本郷１９６２－１６地先 

高野本郷１９６２－１５地先 
 

５ Ｑ３０６ 高野３０６号線 
押入６６６－３地先 

押入６５０－１地先 
 

 

令和５年８月２８日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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議案第１５号  
 
 

字の区域の廃止等について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、土

地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用す

る同法第５４条第４項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から、本

市の字の区域を別表第１のとおり廃止し、及び別表第２の左欄に掲げる土地に

係る字の区域・名称を同表右欄のように変更するものとする。 
 
 

令和５年８月２８日提出 
 
 

津山市長  谷 口 圭 三      
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別表第１ 
変    更    前 変 更 後 

津山市八社字先薬木     １２５番 
  〃    〃      １３０番１から１３０番３

まで 
  〃    〃      １３１番１ 
  〃    〃      １３１番２ 
  〃    〃      １３２番 
  〃    〃      １３８番２ 
  〃   字森前     １９１番 
  〃    〃      １９２番 
  〃   字藤木     １９３番 
  〃    〃      １９６番 
  〃    〃      １９７番 
  〃   字森平     ２００番２ 
  〃   字下原     ２０４番１ 
  〃    〃      ２０４番４ 
  〃   字原久保    ２０６番１ 
  〃    〃      ２０７番 
  〃   字藤木前    ２０８番１から２０８番３

まで 
  〃    〃      ３４３番１ 
  〃   字端田     ２１０番１ 
  〃    〃      ２１１番１ 
  〃    〃      ２１１番２ 
  〃    〃      ２１１番４ 
  〃    〃      ３３９番２ 
  〃   字上原     ２１３番１ 
  〃   字原      ２１４番１ 
  〃    〃      ２１４番２ 
  〃   字仲芝     ２１６番１ 
  〃   字芝田     ２１７番 

津山市八社 
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  〃    〃      ３３６番 
  〃   字林田     ２２８番 
  〃    〃      ２２９番１ 
  〃    〃      ２３０番１ 
  〃   字仲芝ケ    ２３９番１ 
  〃    〃      ２３９番２ 
  〃    〃      ２４０番 
  〃    〃      ２４２番４ 
  〃   字池尻リ    ３３１番１ 
  〃   字よしかど   ３３４番１ 
  〃    〃      ３３４番２ 
  〃   字代田     ３３５番 
  〃   字風呂屋    ３３７番１ 
  〃    〃      ３３７番２ 
  〃   字横田     ３４０番 
  〃    〃      ３４２番１ 
  〃    〃      ３４４番１ 
  〃    〃      ３４５番１ 
  〃    〃      ３４６番１ 
  〃    〃      ３４６番２ 
  〃   字角田     ３４７番 
  〃   字場市     ３４８番１ 
  〃    〃      ３４８番２ 
  〃   字川久保    ３４９番１ 
  〃   字七畝田    ３５０番１ 
  〃    〃      ３５１番１ 
  〃   字地切町    ３５２番１ 
  〃    〃      ３５２番３ 
  〃   字七ツ隈    ３５３番 
  〃   字前立丁地   ３５４番１ 
  〃   字沼      ３７５番１ 
  〃    〃      ３８８番１ 

 

  〃   字仲屋河内   ３８１番１  
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  〃    〃      ３８３番１ 
  〃   字前下     ３８２番 
  〃   字石仏     ３８７番６ 
  〃    〃      ４５５番 
  〃    〃      ４５６番１ 
  〃    〃      ４５９番１ 
  〃    〃      ５０４番１ 
  〃   字芝ケ花    ４４９番 
  〃    〃      ４５１番 
  〃    〃      ４６９番 
  〃   字堂なる    ４５３番 
  〃    〃      ４６１番１ 
  〃   字正畑ケ    ４５４番１ 
  〃    〃      ４５４番３ 
  〃   字大畑     ４６６番 
  〃    〃      ４６７番 
  〃    〃      ４９１番 
  〃   字西畑後    ４９０番１ 
  〃    〃      ４９０番６ 
  〃    〃      ５００番１ 
  〃    〃      ５０２番１ 
  〃    〃      ５０２番３ 
  〃   字城用前    ５０３番１ 
  〃    〃      ５０３番２ 
  〃    〃      ５０５番から５０７番まで 
  〃   字下河内    ５０８番 
  〃    〃      ５２３番 
  〃    〃      ５２４番 
  〃   字 木     ５１０番から５１４番まで 
  〃   字安藤     ５２８番 
  〃   字谷      ５３０番１ 
  〃   字門口     ５３３番１ 
  〃    〃      ５３４番  
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  〃   字家の脇    ５３８番１ 
  〃   字才の原    ５３９番１ 
  〃    〃      ５４０番 
  〃    〃      ５４４番１ 
  〃   字堂之尾    ７０４番１ 
  〃    〃      ７０４番４ 
  〃   字畑おんじ   ７０５番１ 
  〃   字向井田    ７０６番３から７０６番５

まで 
  〃   字向田     ７０７番１ 
  〃   字向田尻リ   ７０８番１ 
  〃    〃      ７０８番２ 
  〃   字朝鮮河内   ７０９番１ 
  〃    〃      ７０９番２ 
  〃    〃      ７１０番 
  〃   字世田向   １５３４番１から１５３４番

３まで 
  〃    〃     １５３５番１から１５３５番

３まで 
  〃    〃     １５３６番 
  〃    〃     １６４６番２ 
  〃   字赤子岩道の上１６１２番１ 
  〃   字世田    １６１３番 
  〃    〃     １６１５番１ 
  〃    〃     １６１５番２ 
  〃    〃     １６４３番１ 
  〃    〃     １６４３番２ 
  〃   字世田前   １６１４番 
  〃    〃     １６４４番 
  〃   字世田布林  １６４５番２ 
  〃    〃     １６４５番３ 
  〃   字岩崎    １６７２番１ 
  〃    〃     １６７３番１ 
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  〃   字尾成場   １６７５番１ 
  〃    〃     １６７７番 
  〃    〃     １６８１番５ 
  〃    〃     １６８２番１ 
  〃   字茅の森   １６８３番１ 
  〃    〃     １６８４番１ 
  〃    〃     １６８７番 
  〃    〃     １６９２番１ 
  〃    〃     １６９２番２ 
  〃    〃     １７０３番５ 
  〃    〃     １７０３番６ 
  〃    〃     １７０５番２ 
  〃    〃     １７０５番３ 
  〃    〃     １７０６番 
  〃    〃     １７０７番 
  〃   字落合    １６８８番 
  〃    〃     １６８９番 
  〃    〃     １７０８番 
  〃   字森の前   １６９０番１ 
  〃   字後神田道の下１６９１番１ 
  〃   字隈の本   １６９７番１ 
  〃    〃     １６９７番４ 
  〃    〃     １６９８番１ 
  〃    〃     １６９９番１ 
  〃   字堂近田   １７０１番１ 
  〃    〃     １７０１番３ 
  〃    〃     １７０２番１ 
  〃    〃     １７０２番２ 
  〃    〃     １７０２番４ 
  〃   字和田    １７１０番４ 
  〃    〃     １７１１番１ 
  〃    〃     １７１１番３ 
  〃    〃     １７１２番１ 
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  〃    〃     １７１２番２ 
  〃    〃     １７１２番４  
  〃   字儀僧    １７４２番１ 
  〃    〃     １７４２番４ 
  〃    〃     １７４３番 
  〃   字儀僧尻   １７４５番 
  〃    〃     １７４８番１ 
  〃    〃     １７４８番２ 
  〃   字和田尻リ  １７４６番 
  〃    〃     １７５０番 
  〃   字末常前   １７９５番１ 
  〃    〃     １８０１番の一部 
  〃    〃     １８０３番 
  〃   字末常向松下 １８０７番１ 
  〃    〃     １８０７番２ 
  〃   字末常向堂の下１８１３番 
  〃    〃     １８１４番 
  〃   字堂の下   １８１５番２ 
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地

の全部 

 

津山市福田下字瀬戸     ４５９番の一部 
  〃    〃      ４６０番の一部 
  〃    〃      ４６２番１の一部 
  〃    〃      ４６２番５ 
  〃    〃      ４６５番１ 
  〃    〃      ４６５番２ 
  〃    〃      ４６６番 
  〃   字杉谷尻    ４６４番１ 
  〃   字小もん    ４６７番１ 
  〃    〃      ４６７番２ 
  〃    〃      ４６７番５から４６７番７

まで 
  〃    〃      ４６７番１０ 

津山市福田下 
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  〃   字道下も    ４７１番７ 
及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部 

 

地番は、令和５年８月１日現在の地番である。 
別表第２ 

左      欄 右  欄 
津山市八社字末常前    １８０１番の一部 
及びこれらの区域に隣接介在する道路である市有地の全部 

津山市福田下 

津山市福田下字瀬戸     ４５９番の一部 
  〃    〃      ４６０番の一部 
  〃    〃      ４６２番１の一部 
及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である市有地

の全部 

津山市八社 

地番は、令和５年８月１日現在の地番である。 
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議案第１６号  

 

 

業務委託契約について 

 

 津山市複数施設ＥＳＣＯ導入事業業務委託について、次のとおり契約を締結

したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

（昭和３９年津山市条例第６号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 

 

記 

 

１ 業  務  名  津山市複数施設ＥＳＣＯ導入事業業務委託 

２ 業 務 内 容  公共施設の照明器具の設置に係る調査、ＬＥＤ化改修工

事の施工、照明器具の維持管理等業務 

３ 契 約 金 額  １６８，９３８，０００円 

４ 委 託 期 間  議決の日から令和１７年３月３１日まで 

５ 契約の相手方  岡山市北区富田５３１番地１ 

          日本電技株式会社岡山支店 

          支店長 森 誠司 

 

 

 令和５年８月２８日提出 

 

 

津山市長  谷 口 圭 三      
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